
【地方職員共済組合大阪府支部からのご案内：マイナンバーカードを保険証として利用される方へ】

マイナンバーと組合員情報の連携には日数を要する場合があります。資格取得及び被扶養者の認定後

すぐに医療機関等を受診される際は、念のため、当共済組合が交付した「組合員証（被扶養者証）」を

ご持参いただきますようお願いいたします。

連絡先：地方職員共済組合大阪府支部 資格担当 06-6941-8810（直通）


